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(57)【要約】
【課題】　基板の種類によらず基板と蛍光体層との密着
性を良好とすることが容易に可能な放射線像変換パネル
の製造方法、及び、放射線像変換パネルを提供する。
【解決手段】　柱状結晶からなる蛍光体層２０を基板１
０上に形成した後に、第１の加湿工程、第１の中断工程
、第２の加湿工程、及び第２の中断工程をこの順に実施
する。つまり、柱状結晶からなる蛍光体層２０に対して
２回の加湿処理を施す。このようにすると、柱状結晶間
の隙間を小さくすると共に各柱状結晶の柱径を大きくし
て（すなわち潮解処理を施し）、蛍光体層２０と基板１
０との密着性を良好とすることができる。特に、基板１
０が、平滑な表面を有するＦＯＰからなる場合にも、蛍
光体層２０との密着性を容易に向上させることができる
。また、その場合には、蛍光体層２０の浮きによってＦ
ＯＰ側から読み出す画像が不鮮明になることを抑制する
ことができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアルカリハライド系蛍光体の柱状結晶からなる蛍光体層を気相堆積法によって基
板上に形成する蛍光体層形成工程と、
　蛍光体層形成工程の後に、前記蛍光体層に対して加湿処理を施す第１の加湿工程と、
　前記第１の加湿工程の後に、加湿処理を中断した状態を維持する第１の中断工程と、
　前記第１の中断工程の後に、前記蛍光体層に対して加湿処理を施す第２の加湿工程と、
　前記第２の加湿工程の後に、加湿処理を中断した状態を維持する第２の中断工程と、
　を備えることを特徴とする放射線像変換パネルの製造方法。
【請求項２】
　前記第１の加湿工程においては、前記蛍光体層の周囲を２０℃以上３０℃以下の温度、
及び、４５％以上６０％以下の相対湿度の環境下とすることにより、前記蛍光体層に対し
て加湿処理を施す、ことを特徴とする請求項１に記載の放射線像変換パネルの製造方法。
【請求項３】
　前記第１の中断工程においては、前記蛍光体層の周囲を２０℃以上３０℃以下の温度、
及び、１０％以下の相対湿度の環境下とすることにより、加湿処理の中断を維持する、こ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の放射線像変換パネルの製造方法。
【請求項４】
　前記第２の加湿工程においては、前記蛍光体層の周囲を２０℃以上３０℃以下の温度、
及び、３５％以上６０％以下の相対湿度の環境下とすることにより、前記蛍光体層に対し
て加湿処理を施す、ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の放射線像変換
パネルの製造方法。
【請求項５】
　前記第２の中断工程においては、前記蛍光体層の周囲を２０℃以上３０℃以下の温度、
及び、１０％以下の相対湿度の環境下とすることにより、加湿処理の中断を維持する、こ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の放射線像変換パネルの製造方法。
【請求項６】
　前記１の加湿工程の前において、前記蛍光体層に対して加熱処理を施す加熱工程をさら
に備える、ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の放射線像変換パネルの
製造方法。
【請求項７】
　ファイバオプティックプレートからなる基板と、
　気相堆積法により前記基板上に形成された複数のＣｓＩ柱状結晶からなる蛍光体層と、
　を備え、
　前記蛍光体層には、潮解処理が施されている、
　ことを特徴とする放射線像変換パネル。
【請求項８】
　前記蛍光体層を被覆するように前記蛍光体層上に形成された保護膜をさらに備える、こ
とを特徴とする請求項７に記載の放射線像変換パネル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線像変換パネルの製造方法、及び、放射線像変換パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、蛍光体プレートを作製する方法が記載されている。この方法において
は、まず、支持体を蒸着装置の真空チャンバ内に配置する。続いて、支持体の加熱を行わ
ずに、支持体の一方の面に対してアルカリハライド蛍光体の蒸着を行い、第１層目の蛍光
体層を形成する。そして、第１層目の蛍光体層が堆積した支持体を加熱しつつ蒸着を行い
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、柱状構造を有する第２層目の蛍光体層を第１層目の蛍光体層上に形成する。
【０００３】
　特許文献２には、放射線像変換パネルを製造する方法が記載されている。この方法にお
いては、まず、複数の蒸発源及び基板を蒸着装置内に配置する。続いて、真空度、基板温
度、蒸着速度、各蒸発源の割合等の蒸着条件を適宜組み合わせて調節することにより、基
板上に球状結晶構造の蛍光体からなる蒸着膜を形成する。そして、蒸着条件を変更して蒸
着を行うことにより、柱状結晶構造の蛍光体からなる蒸着膜を球状結晶構造の蒸着膜の表
面上に形成する。
【０００４】
　特許文献３には、放射線画像変換パネルの製造方法が記載されている。この製造方法に
おいては、基板を蒸着装置内の基板ホルダに固定・設置した後に、輝尽性蛍光体を加熱・
蒸発させ、輝尽性蛍光体の多数の柱状結晶からなる輝尽性蛍光体層を基板の表面上に形成
する。続いて、輝尽性蛍光体層が形成された基板（蛍光体パネル）を恒温槽の内部に設置
し、恒温槽の内部を空気又は不活性ガスの雰囲気とした状態、及び、恒温槽の内部を有機
溶剤ガスの雰囲気とした状態において、それぞれ蛍光体パネルを所定時間加熱する。続い
て、蛍光体パネルを１２時間以上加湿した後に、蛍光体パネルを所定時間加熱して輝尽性
蛍光体層の柱状結晶中から水成分を除去する。
【０００５】
　特許文献４には、放射線像変換パネルの製造方法が記載されている。この製造方法にお
いては、気相堆積法によって柱状の結晶構造を有する蛍光体層を基板の表面に形成した後
に、その蛍光体層を加熱する熱処理を行う。なお、特許文献４には、このような製造方法
の一態様として、当該蛍光体層の熱処理に先だって蛍光体層に水分を吸収させる加湿処理
を行うものが例示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４１１４３６９号公報
【特許文献２】特許第３９８７４６９号公報
【特許文献３】特開２００６－９０８５３号公報
【特許文献４】特開２００８－５１８０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、複数の柱状結晶からなる蛍光体層（例えばシンチレータ層や輝尽性蛍光体層
）を基板上に形成してなる放射線像変換パネルにおいては、蛍光体層の柱状結晶と基板と
の密着性が悪いと、蛍光体層が基板から剥離してしまうおそれがある。特に、基板がファ
イバオプティックプレート（以下「ＦＯＰ（Fiber　Optic　Plate）」という）である場
合には、蛍光体層がＦＯＰから浮いてしまうと（剥離が生じると）、蛍光体層で変換され
た光をＦＯＰ側から読み出した際に画像が不鮮明になる原因になる。
【０００８】
　このような問題を解決するためには、例えば、蛍光体層の柱状結晶間の隙間を小さくし
たり、各柱状結晶の柱径を大きくすることにより各柱状結晶と基板との接着面積を増加さ
せたりする等、蛍光体層と基板との密着性を改善することが考えられる。各柱状結晶の柱
径を大きくする方法としては、例えば、基板への蛍光体の蒸着の条件（基板の加熱温度、
真空度、及び、蒸気流の角度等）を適宜変更することが知られている。特に、蛍光体を蒸
着する際の基板の加熱温度の制御によって、形成される柱状結晶の柱径を制御することが
好適であると考えられる。
【０００９】
　しかしながら、基板の種類によっては、基板の加熱温度の制御が困難な場合がある。例
えば、耐熱性の低い樹脂材料によって基板が構成される場合には、基板の加熱温度の上限
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が、その樹脂材料の耐熱温度によって制限されてしまう。そのため、柱状結晶の柱径を所
望する大きさに制御することが困難である。また、基板の材料を一定の樹脂材料（例えば
ＰＥＴやＰＥＮ等）としても、製品によって耐熱性にばらつきがある。このため、基板の
加熱温度の制御によって制御可能な柱状結晶の柱径の大きさの範囲を知るためには、製品
それぞれにおいて実験を行う必要がある。このことが、放射線像変換パネルとして最適な
基板を選定する際の障害の一つとなる。
【００１０】
　本発明は、そのような状況に鑑みてなされたものであり、基板の種類によらず基板と蛍
光体層との密着性を良好とすることが可能な放射線像変換パネルの製造方法、及び、放射
線像変換パネルを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、次のような知見を得
るに至った。すなわち、本発明者らは、基板上に柱状結晶からなる蛍光体層を形成した後
に、その蛍光体層に対して複数回の加湿処理を施せば、柱状結晶が少なくとも部分的に潮
解することに起因して、柱状結晶間の隙間が小さくなると共に各柱状結晶の柱径が大きく
なり、蛍光体層と基板との密着性を改善できるとの知見を得た。本発明は、そのような知
見に基づいてなされたものである。
【００１２】
　本発明に係る放射線像変換パネルの製造方法は、複数のアルカリハライド系蛍光体の柱
状結晶からなる蛍光体層を気相堆積法によって基板上に形成する蛍光体層形成工程と、蛍
光体層形成工程の後に、蛍光体層に対して加湿処理を施す第１の加湿工程と、第１の加湿
工程の後に、加湿処理を中断した状態を維持する第１の中断工程と、第１の中断工程の後
に、蛍光体層に対して加湿処理を施す第２の加湿工程と、第２の加湿工程の後に、加湿処
理を中断した状態を維持する第２の中断工程と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　この製造方法においては、アルカリハライド系蛍光体の柱状結晶（以下、単に「柱状結
晶」という場合がある）からなる蛍光体層を基板上に形成した後に、第１の加湿工程、第
１の中断工程、及び第２の加湿工程を順に実施する。つまり、この製造方法においては、
柱状結晶からなる蛍光体層に対して、複数回の加湿処理を施す。このため、蒸着の際の基
板の加熱温度の制御によって柱状結晶の柱径を制御する場合のように基板の種類に依るこ
となく、柱状結晶間の隙間を小さくすると共に各柱状結晶の柱径を大きくして、蛍光体層
と基板との密着性を良好とすることができる。特に、基板が、平滑な表面を有するＦＯＰ
からなる場合にも、蛍光体層との密着性を容易に向上させることができる。また、その場
合には、蛍光体層の浮きによってＦＯＰ側から読み出す画像が不鮮明になることを抑制す
ることができる。
【００１４】
　本発明に係る放射線像変換パネルの製造方法においては、第１の加湿工程において、蛍
光体層の周囲を２０℃以上３０℃以下の温度、及び、４５％以上６０％以下の相対湿度の
環境下とすることにより、蛍光体層に対して加湿処理を施すことができる。また、本発明
に係る放射線像変換パネルの製造方法においては、第１の中断工程において、蛍光体層の
周囲を２０℃以上３０℃以下の温度、及び、１０％以下の相対湿度の環境下とすることに
より、加湿処理の中断を維持することができる。また、本発明に係る放射線像変換パネル
の製造方法においては、第２の加湿工程において、蛍光体層の周囲を２０℃以上３０℃以
下の温度、及び、３５％以上６０％以下の相対湿度の環境下とすることにより、蛍光体層
に対して加湿処理を施すことができる。さらに、本発明に係る放射線像変換パネルの製造
方法においては、第２の中断工程において、蛍光体層の周囲を２０℃以上３０℃以下の温
度、及び、１０％以下の相対湿度の環境下とすることにより、加湿処理の中断を維持する
、ことができる。
【００１５】
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　このように、各工程の条件を設定することにより、柱状結晶の潮解による解像度の低下
を抑制しつつ、蛍光体層と基板との密着性を向上させることが可能となる。
【００１６】
　本発明に係る放射線像変換パネルの製造方法は、第１の加湿工程の前において、蛍光体
層に対して加熱処理を施す加熱工程をさらに備えることができる。このように加熱処理を
施すことにより、輝度の向上や、蛍光体層におけるドーパントの安定化を図ることができ
る。
【００１７】
　ここで、本発明に係る放射線像変換パネルは、ファイバオプティックプレートからなる
基板と、気相堆積法により基板上に形成された複数のＣｓＩ柱状結晶からなる蛍光体層と
、を備え、蛍光体層には、潮解処理が施されていることを特徴とする。
【００１８】
　この放射線像変換パネルにおいては、複数のＣｓＩ柱状結晶（以下、単に「柱状結晶」
という場合がある）からなる蛍光体層に対して潮解処理が施されている（すなわち、柱状
結晶が少なくとも部分的に潮解されている）。このため、潮解処理が施されていない場合
と比較して、柱状結晶間の隙間が小さくなると共に各柱状結晶の柱径が大きくなるので、
蛍光体層と基板との密着性が良好となる。特に、基板がＦＯＰからなるので、蛍光体層と
ＦＯＰとの良好な密着により、蛍光体層の浮きによってＦＯＰ側から読み出す画像が不鮮
明になることを抑制することができる。
【００１９】
　本発明に係る放射線像変換パネルは、蛍光体層を被覆するように蛍光体層上に形成され
た保護膜をさらに備えることができる。この場合には、例えば湿気等から蛍光体層を保護
することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、基板の種類によらず基板と蛍光体層との密着性を良好とすることが容
易に可能な放射線像変換パネルの製造方法、及び、放射線像変換パネルを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態に係る放射線像変換パネルの構成を示す図である。
【図２】図１に示された放射線像変換パネルの製造方法の主要な工程を示すフローチャー
トである。
【図３】図２に示された加湿工程における主要な工程を示すフローチャートである。
【図４】実施例及び比較例に係るシンチレータパネルのシンチレータ層の側面の拡大写真
である。
【図５】実施例及び比較例に係るシンチレータパネルのシンチレータ層の底面の拡大写真
である。
【図６】実施例に係るシンチレータパネルの基板及びシンチレータ層の重量を示す表であ
る。
【図７】実施例及び比較例に係るシンチレータパネルにおけるシンチレータ層と基板との
密着性の評価結果を示す表及びグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態に係る放射線像変換パネル、及び、放射線像変換パネルの製
造方法について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図において、同一又は相当す
る要素同士には互いに同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２３】
　図１は、本実施形態に係る放射線像変換パネルの構成を示す図である。特に、図１の（
ａ）は、本実施形態に係る放射線像変換パネルの一部切欠き斜視図であり、図１の（ｂ）
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は、図１の（ａ）のI－I線に沿っての断面図である。図１に示される放射線像変換パネル
１は、例えば、入射したＸ線等の放射線を可視光等の光に変換するためのものであり、マ
ンモグラフィー装置、胸部検査装置、ＣＴ装置、歯科口内撮影装置、及び、放射線カメラ
等において、放射線イメージング用のデバイスとして用いることができる。
【００２４】
　放射線像変換パネル１は、ＦＯＰ（ファイバオプティックプレート（Fiber　Optic　Pl
ate））からなる基板１０と、基板１０の表面１０ａ上に形成された蛍光体層２０と、蛍
光体層２０及び基板１０上に形成された保護膜３０とを備えている。なお、ＦＯＰは、直
径が数ミクロン程度の多数の光ファイバを束ねた光学デバイスであり、例えば、浜松ホト
ニクス社製J5734等である。基板１０の表面１０ａは、ＦＯＰの光ファイバの一方の端面
により構成される。また、基板１０の表面１０ａに対向する裏面１０ｂは、ＦＯＰの光フ
ァイバの他方の端面により構成される。
【００２５】
　蛍光体層２０は、基板１０の表面１０ａから表面１０ａに交差する方向に延びる複数の
柱状結晶から構成されている。ここでは、蛍光体層２０を構成する柱状結晶は、例えばＣ
ｓＩ：Ｔｌといったシンチレータ材料の柱状結晶（ＣｓＩ柱状結晶）や、ＣｓＢｒ：Ｅｕ
といった輝尽性蛍光体材料の柱状結晶等である。すなわち、蛍光体層２０は、アルカリハ
ライド系蛍光体の柱状結晶からなるアルカリハライド系蛍光体層（例えばシンチレータ層
）である。蛍光体層２０は、潮解処理が施されている。潮解処理とは、上述したような柱
状結晶の少なくとも一部分（例えば基板１０側の根本部分や縁部分）を潮解させる処理で
ある。特に、蛍光体層２０においては、蛍光体層２０を構成する柱状結晶の基板１０側の
根本部分は、柱状結晶同士が融着している融着領域となっている。この融着領域は、蛍光
体層２０の厚さの１／５程度までとすることができる。
【００２６】
　図４の（ａ）は、潮解処理が施された状態の蛍光体層（シンチレータ層）の側面の拡大
写真（ＳＥＭ写真）であり、図４の（ｂ）は、潮解処理が施されていない状態の蛍光体層
の側面の拡大写真である。また、図５の（ａ）は、潮解処理が施された状態の蛍光体層の
底面の拡大写真であり、図５の（ｂ）は、潮解処理が施されていない状態の蛍光体層の底
面の拡大写真である。
【００２７】
　図４に示されるように、蛍光体層に潮解処理を施すことによって、その柱状結晶Ｃ間の
隙間が小さくなり不明瞭となると共に、柱状結晶Ｃの縁部が鋭利な状態から角が取れた状
態となる。また、図５に示されるように、潮解処理を施すことによって、少なくとも底面
側（基板１０側）において、柱状結晶Ｃの平均的な柱径が大きくなる。すなわち、本実施
形態における潮解処理とは、蛍光体層の柱状結晶の状態を以上のような状態とする処理で
ある。なお、潮解処理を施すための具体的な方法については後述する。
【００２８】
　保護膜３０は、蛍光体層２０及び基板１０の側面１０ｓを被覆するように、蛍光体層２
０及び基板１０上に形成されている。保護膜３０は、内側層３１、中間層３２、及び外側
層３３からなる。内側層３１は、基板１０の側面１０ｓ、蛍光体層２０の側面２０ｓ、及
び、蛍光体層２０の上面２０ａ上に形成されている。内側層３１は、例えば、パリレン（
ポリパラキシリレン）やポリ尿素等からなる耐湿性有機膜とすることができる。
【００２９】
　中間層３２は、蛍光体層２０の上面２０ａ上において内側層３１上に形成されている。
中間層３２は、例えば、アルミニウムや銀等の金属から構成される反射層である。中間層
３２は、蛍光体層２０の側面２０ｓ上には形成されていない。外側層３３は、基板１０の
側面１０ｓ及び蛍光体層２０の側面２０ｓ上において内側層３１上に形成されており、蛍
光体層２０の上面２０ａ上において中間層３２上に形成されている。外側層３３は、例え
ば、パリレン（ポリパラキシリレン）やポリ尿素等からなる耐湿性有機膜とすることがで
きる。
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【００３０】
　このように構成される蛍光体層２０によれば、基板１０の表面１０ａ側から蛍光体層２
０に入射した放射線に応じて蛍光体層２０で生じた光を、例えば基板１０の裏面１０ｂ側
に配置された検出器Ｄによって検出する（読み出す）ことができる。
【００３１】
　引き続いて、以上のように構成される放射線像変換パネル１の製造方法について説明す
る。図２は、図１に示された放射線像変換パネルの製造方法の主要な工程を示すフローチ
ャートである。図２に示されるように、この製造方法においては、まず、気相堆積法によ
って、複数のアルカリハライド系蛍光体の柱状結晶からなる蛍光体層２０を基板１０上に
形成する（工程Ｓ１０１：蛍光体層形成工程）。より具体的には、例えば、アルカリハラ
イド系の蛍光体材料（例えばＣｓＩ：ＴｌやＣｓＢｒ：Ｅｕ等）を基板１０の表面１０ａ
に真空蒸着することによって、基板１０の表面１０ａ上にアルカリハライド系蛍光体の柱
状結晶を成長させ、基板１０の表面１０ａ上に蛍光体層２０を形成する。
【００３２】
　続いて、蛍光体層２０に対してアニール（加熱処理）を施す（工程Ｓ１０２：加熱工程
）。より具体的には、蛍光体層２０の全体を１００℃～２５０℃程度の温度で数時間程度
加熱することにより、蛍光体層２０のアニールを行う。このようにアニールを行うことに
より、輝度を向上させることができると共に、蛍光体層２０におけるドーパント（例えば
ＴｌやＥｕ等）の安定化を図ることができる。
【００３３】
　続いて、蛍光体層２０の加湿を行う（工程Ｓ１０３）。この加湿工程について、詳細に
説明する。図３は、図２に示された加湿工程における主要な工程を示すフローチャートで
ある。図３に示されるように、この加湿工程においては、まず、蛍光体層２０の周囲を、
２０℃以上３０℃以下の温度、及び、４５％以上６０％以下の相対湿度の環境下に４２０
分程度維持することにより、蛍光体層２０に対して加湿処理を施す（工程Ｓ２０１：第１
の加湿工程）。
【００３４】
　続いて、蛍光体層２０の周囲を、２０℃以上３０℃以下の温度、及び、１０％以下の相
対湿度の環境下に６００分程度維持することにより、加湿処理を中断した状態を維持する
（工程Ｓ２０２：第１の中断工程）。続いて、蛍光体層２０の周囲を、２０℃以上３０℃
以下の温度、及び、３５％以上６０％以下の相対湿度の環境下に３００分程度維持するこ
とにより、再び、蛍光体層２０に対して加湿処理を施す（工程Ｓ２０３：第２の加湿工程
）。
【００３５】
　そして、シンチレータ層２０の周囲を、２０℃以上３０℃以下の温度、及び、１０％以
下の相対湿度の環境下に１２０分程度以上維持することにより、再び、加湿処理を中断し
た状態を維持する（工程Ｓ２０４：第２の中断工程）。このように、この加湿工程におい
ては、蛍光体層２０の加湿処理と、その中断とを交互に２回繰り返す。このような加湿工
程により、蛍光体層２０を構成する柱状結晶の少なくとも一部分が潮解（溶解）する（す
なわち、蛍光体層２０に対して上述したような潮解処理が施される）。
【００３６】
　このような加湿工程（工程Ｓ１０３）の後、図２に示されるように、保護膜３０を形成
する（工程Ｓ１０４）。この工程では、まず、基板１０及び蛍光体層２０上に例えばパリ
レン等によって内側層３１を成膜し、次いで、内側層３１上に例えばアルミニウム等を蒸
着することによって中間層３２を形成し、さらに、内側層３１及び中間層３２上に例えば
パリレン等によって外側層３３を成膜し、放射線像変換パネル１が製造される。
【００３７】
　以上説明した放射線像変換パネル１の製造方法においては、柱状結晶からなる蛍光体層
２０を基板１０上に形成した後に、第１の加湿工程（工程Ｓ２０１）、第１の中断工程（
工程Ｓ２０２）、第２の加湿工程（工程Ｓ２０３）、及び第２の中断工程（工程Ｓ２０４
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）をこの順に実施する。つまり、この製造方法においては、柱状結晶からなる蛍光体層２
０に対して２回の加湿処理を施す。このようにすると、柱状結晶間の隙間を小さくすると
共に各柱状結晶の柱径を大きくして（すなわち潮解処理を施し）、蛍光体層２０と基板１
０との密着性を良好とすることができる。特に、基板１０が、平滑な表面を有するＦＯＰ
からなる場合にも、蛍光体層２０との密着性を容易に向上させることができる。また、そ
の場合には、蛍光体層２０の浮きによってＦＯＰ側から読み出す画像が不鮮明になること
を抑制することができる。
【００３８】
　また、以上説明した放射線像変換パネル１においては、複数の柱状結晶からなる蛍光体
層２０に対して潮解処理が施されているので、潮解処理が施されていない場合と比較して
、柱状結晶間の隙間が小さくなると共に各柱状結晶の柱径が大きくなっている。このため
、蛍光体層２０と基板１０との密着性が良好である。特に、基板１０がＦＯＰからなるの
で、蛍光体層２０とＦＯＰとの良好な密着により、蛍光体層２０の浮きによってＦＯＰ側
から読み出す画像が不鮮明になることを抑制することができる。
【００３９】
　以上の実施形態は、本発明に係る放射線像変換パネルの製造方法、及び放射線像変換パ
ネルの一実施形態を説明したものである。したがって、本発明は、上述した放射線像変換
パネル１の製造方法、及び放射線像変換パネル１に限定されない。本発明は、各請求項の
要旨を変更しない範囲において、上述した放射線像変換パネル１の製造方法、及び、放射
線像変換パネル１を任意に変形したものとすることができる。
【００４０】
　例えば、上記実施形態に係る放射線像変換パネル１の製造方法においては、蛍光体層２
０の潮解処理のための加湿・中断の環境条件（或いはそれぞれの時間・回数）を、所望す
る蛍光体層２０と基板１０との密着強度や解像度に応じて適宜変更することができる。
【００４１】
　また、放射線像変換パネル１の蛍光体層２０の材料としては、上述したものに限定され
ず、吸湿性（潮解性）を有する任意のアルカリハライド系の蛍光体材料を用いることがで
きる。
【実施例】
【００４２】
　引き続いて、本発明に係る放射線像変換パネルの一実施例について説明する。ここでは
、本発明に係る放射線像変換パネルの一実施例として、シンチレータパネルを作製した。
より具体的には、まず、ＦＯＰからなる基板を用意し、真空蒸着によってその基板上にＣ
ｓＩ：Ｔｌの柱状結晶（ＣｓＩ柱状結晶）からなるシンチレータ層を形成した。続いて、
そのシンチレータ層を１００℃～２５０℃程度の温度で数時間加熱することにより、シン
チレータ層のアニールを行った。そして、シンチレータ層に対して潮解処理を施した。
【００４３】
　ここでは、まず、２０℃以上３０℃以下の温度、及び、４５％以上６０％以下の相対湿
度の環境下において４２０分程度シンチレータ層を加湿する第１の加湿工程と、２０℃以
上３０℃以下の温度、及び、１０％以下の相対湿度の環境を６００分程度維持することに
よりシンチレータ層の加湿を中断した状態を維持する第１の中断工程と、２０℃以上３０
℃以下の温度、及び、３５％以上６０％以下の相対湿度の環境下において３００分程シン
チレータ層を加湿する第２の加湿工程と、２０℃以上３０℃以下の温度、及び、１０％以
下の相対湿度の環境を１２０分程度以上維持することによりシンチレータ層の加湿を中断
した状態を維持する第２の中断工程と、を順に実施し、シンチレータ層の潮解処理を行っ
た。
【００４４】
　図６の表に示されるように、加湿前の（すなわち潮解処理前の）シンチレータ層の重量
（表中「シンチ重量」）と、加湿後の（すなわち潮解処理後の）シンチレータ層の重量（
表中「加湿有シンチ重量」）とを比較すると、０．０９０９ｍｇ／ｃｍ２～０．１８１８
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、６つのサンプルについて、それぞれの重量を示している。
【００４５】
　これに対して、シンチレータ層に対して潮解処理を施さない点で実施例に係るシンチレ
ータパネルと異なる比較例に係るシンチレータパネルを用意した。図４の（ａ）及び図５
の（ａ）が、実施例に係るシンチレータパネルのシンチレータ層の側面及び底面の拡大写
真を示しており、図４の（ｂ）及び図５の（ｂ）が、比較例に係るシンチレータパネルの
シンチレータ層の側面及び底面の拡大写真を示している。図４の拡大倍率は２０００倍で
あり、図５の拡大倍率は５０００倍である。
【００４６】
　図４に示されるように、実施例に係るシンチレータパネルのシンチレータ層においては
、比較例に係るシンチレータパネルのシンチレータ層に比べて、柱状結晶Ｃの部分的な潮
解により、柱状結晶Ｃ間の隙間が小さくなり不明瞭となると共に、柱状結晶Ｃの縁部が鋭
利な状態から角が取れた状態となっている。特に、実施例に係るシンチレータパネルのシ
ンチレータ層においては、柱状結晶Ｃの基板側の根本部分（～１５μｍ程度）において、
その潮解がより顕著であった（すなわち、柱状結晶Ｃの基板側の根本部分に、柱状結晶Ｃ
同士が融着している融着領域が形成された）。また、図５に示されるように、実施例に係
るシンチレータパネルのシンチレータ層においては、比較例に係るシンチレータパネルの
シンチレータ層に比べて、柱状結晶同士の融着により、柱状結晶Ｃの平均的な柱径が大き
くなっている。
【００４７】
　このような実施例に係るシンチレータパネルと比較例に係るシンチレータパネルとのそ
れぞれに対して、シンチレータ層と基板との密着性を評価した。密着性の評価方法として
は、鉄球落下方法とカッターテスト方法とを用いた。鉄球落下方法においては、まず、シ
ンチレータパネルから１０ｃｍ上方の位置からシンチレータパネルに対して鉄球を落下さ
せ、シンチレータ層が基板から浮いた（剥離した）面積を測定する。そして、その測定に
より得られる面積から、単位面積当たりのシンチレータ層の剥離エネルギーを算出した。
【００４８】
　カッターテスト方法においては、シンチレータ層と基板との境界からシンチレータパネ
ル内部にカッターを進入させ、その抵抗力により評価をおこなった。この評価においては
、カッターの刃がスムーズに進入できなかった場合に○とし、カッターの刃がスムーズに
動いて基板とシンチレータ層とを剥離できた場合に×とした。図７は、これらの評価結果
を示す表及びグラフである。
【００４９】
　図７に示されるように、鉄球落下試験により算出された剥離エネルギーは、比較例に係
るシンチレータパネルにおいて約１．４８×１０－０４Ｊ／ｍｍ２であったのに対して、
実施例に係るシンチレータパネルにおいては約１．５８×１０－０３Ｊ／ｍｍ２であり、
約１０倍以上向上していた。すなわち、実施例に係るシンチレータパネルにおけるシンチ
レータ層と基板との密着強度は、比較例に係るシンチレータパネルにおけるシンチレータ
層と基板との密着強度に対して、約１０．６８倍であった。また、カッターテストにおい
ても、比較例に係るシンチレータパネルにおいて×であったのに対して、実施例に係るシ
ンチレータパネルにおいては○であった。以上から、シンチレータ層に対して上述したよ
うな潮解処理を施すことにより、シンチレータ層と基板との密着性を向上させることが可
能であることが確認された。
【符号の説明】
【００５０】
　１…放射線像変換パネル、１０…基板、２０…蛍光体層、３０…保護膜、Ｃ…柱状結晶
（アルカリハライド系蛍光体の柱状結晶、ＣｓＩ柱状結晶）。
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